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国
土
交
通
省

○

令
第
一
号

環

境

省

建
設
工
事
に
係
る
資
材
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
四
号
）
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き

、
建
設
工
事
に
係
る
資
材
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
九
日

国
土
交
通
大
臣

前
原

誠
司

環
境
大
臣

小
沢

鋭
仁

建
設
工
事
に
係
る
資
材
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

国
土
交
通
省

建
設
工
事
に
係
る
資
材
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年

令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の

環

境

省

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
第
四
号
中
「
及
び
第
四
項
本
文
」
を
「
、
第
四
項
本
文
及
び
第
五
項
本
文
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
を
同
条

第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
前
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
三
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。



- 2 -

４

前
項
第
一
号
の
工
程
に
お
い
て
内
装
材
に
木
材
が
含
ま
れ
る
場
合
に
は
、
木
材
と
一
体
と
な
っ
た
石
膏
ボ
ー
ド
そ
の
他
の

建
設
資
材
（
木
材
が
廃
棄
物
と
な
っ
た
も
の
の
分
別
の
支
障
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）
を
あ
ら
か
じ
め
取
り
外
し
て
か
ら
、

木
材
を
取
り
外
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
を
準
用
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
対
象
建
設
工
事
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
建
設
工
事
に
係
る
資
材
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
条
第
四
項
の
規

定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
既
に
着
手
し
て
い
る
対
象
建
設
工
事
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。


